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森林・林業政策における木質バイオマス利用
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■未利用間伐材等活用機材整備
未利用間伐材・林地残材等由来の燃料の収集・運搬の効率化に資する取組は、
補助率1/2 （枝葉・短尺材を活用する取組は優先採択）

■木質バイオマスエネルギー利用施設整備
未利用木質資源※１の熱利用や熱電併給に供することを目的とした取組は
補助率1/3 ※5
ただし、「地域内エコシステム」の構築に資する取組、
又は政府が推進する地域一体的な計画※３に基づく取組である場合には、
補助率1/2

■木質バイオマス供給施設整備
未利用木質資源※１の燃料製造・供給に向けた取組は、
補助率1/3
ただし、「地域内エコシステム」の構築に資する取組である場合、
又は、地域活用要件※２に合致するFIT・FIP発電所への供給を主な目的とし 、
かつ政府が推進する地域一体的な計画※３に基づく取組の場合には、
補助率1/2
また、地域活用要件※２に合致しないFIT・FIP発電施設※4への供給を主な目的とし 、
かつ政府が推進する地域一体的な計画※３ に基づく取組でない場合には、
補助率15%

＜事業の流れ＞

国 事業実施主体都道府県

※国で定めた配分基準で都道府県に配分。
都道府県はさらに事業主体へ配分。

事業実施主体:
地方公共団体、民間事業者等

［お問い合わせ先］林野庁木材利用課（03-6744-2297）

＜対策のポイント＞
未利用間伐材・林地残材等由来の燃料の収集・運搬の効率化に資する取組や、地域の関係者の連携の下、森林資源を熱利用や熱電併給により地域内で
持続的に活用する「地域内エコシステム」をはじめとした地域一体的な木質バイオマスエネルギー利用体制の構築を重点的に支援します。

■ 未利用間伐材等活用機材整備

■ 木質バイオマス供給施設整備

■ 木質バイオマスエネルギー利用施設整備

○ 未利用木質資源をエネルギー等として活用
するために必要な施設の整備
・ 木質燃料製造施設
・ 乾燥施設
・ 貯木場 等

○ 未利用間伐材等の収集・運搬の効率化
に資する機材の整備

・ 移動式チッパー
・ 林地残材収集運搬車 等

○ 未利用木質資源を熱利用・熱電併給
するために必要な施設の整備

≪補助対象≫

・木質資源利用ボイラー
・熱利用配管
・燃料貯蔵庫 等

※１ 地域の森林由来の木質バイオマスに相当するもの
※２ FIT制度の新規認定において求められる地域活用要件に相当するもの
※３ 総務省の分散型エネルギーインフラプロジェクトのマスタープラン等に基づく取組である場合
※４ 出力１万kW以上の発電施設への供給を主な目的とする場合は補助対象外
※５ FIT・FIPを活用する発電施設本体は補助対象外

森林・林業・木材産業グリーン成⾧総合対策のうち森林集約・循環成⾧対策のうち林業・木材産業循環成⾧対策のうち木材需要拡大・木材産業基盤強化対策のうち

木質バイオマス利用促進施設整備 【令和８年度予算概算要求額 8,444,219（ 7,033,014）千円の内数】
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＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞＜ 事 業 の 内 容 ＞

１．「地域内エコシステム」展開支援事業

（１）「地域内エコシステム」モデル構築事業
①「地域内エコシステム」のモデル構築に向けて、関係者による地域協議会の運営
を支援します。

②燃料の品質向上等に係る技術開発・改良の取組を支援します。
（２）「地域内エコシステム」リビングラボ事業

「地域内エコシステム」の普及のための情報提供、関係者の交流、計画作成支
援等の機能を持つプラットフォーム（リビングラボ）の構築を支援します。
また、FIT・FIP終了後を見据えた木質バイオマス発電の自立化事例に係る調

査、ライフサイクルGHGの算出根拠に係る調査を行い、情報提供します。

２．林地残材等利用環境整備事業
増加する燃料材需要へ対応するため、林地残材の利用促進に向けた、効率

的な収集・運搬作業システムの開発・実証を支援します。

３．木質バイオマス利活用施設整備資金等利子助成事業

過去に整備された木質バイオマス利活用施設等への利子助成を引き続き行い
ます。

［お問い合わせ先］林野庁木材利用課（03-6744-2297）

国
民間団体等

定額＜事業の流れ＞

民間団体
定額 定額

民間団体等

林地残材の利用促進に向けた環境整備

エコシステムに取り組もう
とする地域

エコシステムに取り組み中
の地域

プラットフォーム（リビングラボ）

計画作成に対する支援

自治体、企業や研究機関など
多様な関係者の交流や技術・人材マッチングの実施

情報提供や
相談対応

情報提供や
相談対応

開発技術の活用

ステップ２

協議会立上げ
・合意形成段階

「地域内エコシステム」モデル構築とリビングラボによる展開支援

ステップ３

実施計画策定
段階

ステップ４

施設整備・
事業開始段階

ステップ１

Ｆ/Ｓ調査
実施段階 事業の継続・

拡大を支援

優良事例
の横展開

技術開発・
改良支援

ステップアップを支援

採算性向上に取り組む
地域を優先支援

林地残材の効率的な収集・運搬システムの開発・実証
林地残材の
利用促進

（１、２の事業）

（３の事業）

森林・林業・木材産業グリーン成⾧総合対策のうち木材等の付加価値向上・需要拡大対策のうち木材需要の創出・輸出力強化対策のうち

木質バイオマス利用環境整備事業

＜対策のポイント＞
付加価値型の地方経済の創出や、将来的なD材需要確保に向けて、小規模な熱利用を主とする「地域内エコシステム」のモデル構築の取組や関連する技

術開発などを支援するとともに、エコシステムの更なる普及に向け、先行事例の情報提供、多様な関係者の交流促進及び人材育成等の機能を持つプラット
フォーム（リビングラボ）の構築を支援します。また、木質バイオマス発電の燃料材不足等の課題に対応するため、林地残材の利用促進のための環境整備の
取組を支援します。

【令和８年度予算概算要求額 92,313 (90,351)千円】
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